
と
　
き

　
３
月
10
日
㈰

　
13
時
〜
16
時

　
30
分︵
予
定
︶

見
学
場
所

　
川
上
、
山
口
、

神
坂
地
域
に

あ
る
若
者
向

け
市
営
住
宅

対
　
象
　
中
津
川
市
へ
移
住
を
検

討
し
て
い
る
方
、
市
内
在
住
の

方
参
加
費
　
無
料

募
集
人
数
　
10
人

申
込
方
法
　
申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム

か
ら
。
詳
細
は
市
ホ

　
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

　
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限
　
２
月
26
日
㈪
ま
で
　

　 

定
住
推
進
課
︵
☎
内
線

324
︶

　 

都
市
住
宅
課
︵
☎
内
線

209
︶

と
　
き

　
４
月
８
日
㈪
〜
７
月
22
日
㈪
　

　︵
約
15
回
︶

と
こ
ろ
　
中
部
大
学

　
詳
細
は
下
記
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

対
　
象

　
原
則
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
方

聴
講
料
　
１
科
目
２
万
円

　︵
別
途
検
定
料
５
千
円
︶

申
込
方
法
　
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム
か
ら
出
願

︵
選
考
あ
り
︶

申
込
期
間
　
２
月
14
日
㈬
〜

　
２
月
28
日
㈬

　　
中
部
大
学
地
域
連
携
セ
ン
タ
ー

　︵
☎
０
５
６
８
ー

51
ー

４
３
９
２
︶

　
　

　
市
民
協
働
課︵
☎
内
線

327
︶

　
市
内
の
中
学
校
か
ら
応
募
の

あ
っ
た
16
作
品(

う
ち
県
審
査
で

入
選
１
作
品)

を
展
示
し
ま
す
。

と
　
き
　

　
２
月
６
日
㈫
〜
２
月
12
日
㈪

と
こ
ろ
中
央
公
民
館
ギ
ャ
ラ
リ
ー

主
　
催
　︵
公
財
︶
明
る
い
選
挙
推

進
協
会
な
ど

　 

選
挙
管
理
委
員
会

　︵
☎
内
線

423
︶

と
　
き
　
２
月
17
日
㈯

　
10
時
〜
14
時

と
こ
ろ
　
東
美
濃
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー
　
多
目
的
ア
リ
ー
ナ

内
　
容

　
・
中
京
学
院
大
学
の
運
動
部
の

　
活
動
報
告
、
幼
稚
園
児
の
ミ
ナ

　
モ
ダ
ン
ス
、
地
元
ダ
ン
ス
チ
ー

　
ム
の
演
技
、
坂
下
高
校
ギ
タ
ー

　
マ
ン
ド
リ
ン
演
奏
な
ど

　
・
ス
ポ
ー
ツ
体
験
コ
ー
ナ
ー

参
加
費
　
無
料︵
申
込
不
要
︶

主
　
催
　
中
津
川
市
レ
ク
リ
エ
ー

　
シ
ョ
ン
協
会
、
中
京
学
院
大
学
、

　
中
京
学
院
大
学
ク
ラ
ブ

　 

中
津
川
市
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

　
協
会
　
理
事
長
　
田
口

　︵
☎

090
ー

３
４
５
９
ー

４
２
９
１
︶

　
　
　  

生
涯
学
習
ス
ポ
ー
ツ
課

　︵
☎
内
線
４
３
０
６
︶

 

2024年   ２月９

移
住
定
住
ツ
ア
ー

〜
若
者
向
け
市
営
住
宅
見
学
会
〜

中
部
大
学﹁
エ
ク
ス
テ
ン
シ
ョ
ン

カ
レ
ッ
ジ
﹂聴
講
生
募
集

明
る
い
選
挙
啓
発
ポ
ス
タ
ー
コ
ン

ク
ー
ル
の
作
品
展
示
会

ス
ポ
ー
ツ
体
験
イ
ベ
ン
ト

〜
大
学
生
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
の
楽
し

さ
を
学
ぼ
う
〜

担
当
課

担
当
課

問
・
申
込

問

問

問

募集期間　２月26日㈪まで

公表場所　市ホームページ、各出先事務所、健
康医療課（健康福祉会館１階）

意見を提出できる方　市内在住・在勤・在学の
方、市内に事務所または事業所を有する個人
や法人その他の団体、パブリックコメント手
続きに係る事案に利害関係を有する方

募集方法　意見書用紙に記入の上、電子メール、
ファクス、郵便または持参にて提出してくだ
さい。

※意見書用紙は公表場所で入手できます。

パブリックコメントについて詳しくはこちら
　 健康医療課（☎内線629）
　（ファクス62-0058）
　（　   kenkou@city.nakatsugawa.lg.jp）

問

健康なかつがわ 21（第三次）計画（案）
についてご意見を募集します

　高齢者の消費者トラブルの特徴は「だまされ
たことに気づきにくい」「トラブルにあっても誰
にも言わない」などがあげられます。高齢者の
悪質商法被害、振り込め詐欺被害などを防ぐに
は、日頃からコミュニケーションをとり、家族
や地域の方が見守る事が大切です。何か悩んで
いるみたいだ、見知らぬ訪問者が頻繁に来てい
る、あわてて銀行に行った…。などの様子が見
られた時は「どうしたの？」「何か困っていませ
んか？」などの声かけをお願いします。その一
言で被害を未然に防ぐことができます。
困ったときはすぐ相談！
　 消費生活相談室（☎内線 167）

家族や地域の見守りで高齢者の消費者
被害を防ぎましょう！

　中津川市は、これからも市民の皆さまが安全に安心
して暮らせる地域社会づくりを目指し、消費生活相談
室を維持し、継続して消費者行政に力強く取り組んで
まいります。

問
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